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若年者の職業の安定を図るための特別措置等に関する法律案（山井和則君外二名提出）について、趣旨説明 

 

○山井議員 私は、ただいま議題となりました労働者の募集及び採用における年齢に係る均等な機会の確保に関

する法律案について、提出者を代表して趣旨説明を行います。 

 バブル崩壊後の長期にわたる不景気の時代は、就職氷河期と言われておりました。その当時に学校を卒業した

皆さんは、本人の努力にもかかわらず就職できない、あるいは、常用雇用、いわゆる正社員を希望してもパートや

アルバイトの仕事にしかつけなかった人が多かったのであります。そのいわゆるロストジェネレーションと言わ

れる世代は、今もなお、雇用が不安定な状況が続いています。 

 内閣提出の雇用対策法等改正案では、募集、採用の年齢差別の禁止に関し、現行法の努力義務を義務規定にす

る改正が盛り込まれています。しかし、差別禁止の適用範囲が省令で定められることになっており、対象が狭く、

実際には骨抜きになっています。 

 そして何よりも、民主党案では、当然、公務員も年齢差別禁止の法案対象になっているにもかかわらず、政府案

では、今までの再三の民主党からの批判にもかかわらず、この期に及んでも対象から公務員を除外しています。 

 民間企業に対して募集、採用の差別禁止規定を義務化するという厳しい法改正を行っておきながら、いつまで

たっても公務員だけは募集、採用の年齢禁止規定の対象から除外する。これを言行不一致、骨抜き法案と言わず

して何と言うでしょうか。与党議員に申し上げたい。こんな法律一つに公務員を対象とできずに除外規定を設け

て、何が公務員制度改革ですか。 

 民主党は、当然、公務員も対象とするとともに、募集、採用における年齢差別の禁止の実効性を上げるために、

以下の点を法案に盛り込みました。 

 第一に、厚生労働大臣は、労働者の募集及び採用において、その年齢にかかわりなく均等な機会を確保するた

めの施策の基本となるべき方針を定めるものとしています。 

 第二に、事業主は、労働者の募集及び採用について、その年齢にかかわりなく、均等な機会を与えなければなら

ないこととします。 

 ただし、労働基準法等によって特定の年齢層に属する者の就業が禁止されたり制限されたりしている場合など

は、この限りではありません。 

 第三に、都道府県労働局長は、募集、採用における年齢差別について労使で紛争が生じ、当事者の双方または一

方からその解決について援助を求められた場合には、紛争当事者に対し、必要な助言、指導または勧告をするこ

とができることとします。 

 民主党は、募集、採用における年齢差別を禁止する法案を二〇〇三年と二〇〇四年の二度にわたって提出して

きましたが、いずれも与党の反対によって審議未了で廃案になっております。そもそも、政府・与党が、これまで

の民主党の法案について真剣に対応しておれば、今回の内閣提出案を待つまでもなく、多くの若者の雇用が改善

されたと思われます。残念でなりません。また、政府は今回ようやくこの問題の重要さに気づき、政府案が提出さ

れましたが、その内容は全く不十分であります。 

 本法案のみではありません。今国会に提出された内閣によるパート労働法改正法案も、民主党が過去に提出し

た改正案の後追いである上に、肝心の差別禁止対象者の要件が極めて厳しく、厚生労働省も、対象者は事実認定

が困難であるだけでなく、現在でも公序良俗違反に当たりかねない、名乗り出る事業主がいるとは想定しがたい、

パート労働者の一方的な指摘のみによっては判断しかねるなどと答弁しており、これではほとんど対象者を発見

できないと言わざるを得ません。委員会審議においても、本当に差別禁止対象者は存在するのか、どこに存在す

るのかが明らかにならず、対象者が少なく、実効性が低い骨抜き法案であることが明らかになりました。 

 多くの議員にこの民主党の年齢差別禁止法案の重要性を御理解いただき、あわせて、年齢を含めて、ありとあ

らゆる差別のない社会をつくり、一人一人が持って生まれた能力を最大限発揮できる環境を整える一歩とするた

め、本法案にぜひとも御賛同いただくことを願って、私の趣旨説明を終わります。 

 以上です。 


